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則
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一
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を
改
正
す
る
規
則
（
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支
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課
）
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則
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則
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規

則

山
口
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
元
年
十
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
三
号

山
口
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
規
則
第
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
年
金
の
受
領
及
び
管
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
七
条
の
二

条
例
第
十
条
第
二
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
年

金
の
受
領
及
び
管
理
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
月
八
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

前
項
の
規
定
は
、
条
例
第
二
条
の
四
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
中
「
一
歳
到
達
日
（
条
例
第
二
条
第
四
号
ロ
に
規
定
す

る
一
歳
到
達
日
」
と
あ
る
の
は
「
一
歳
六
か
月
到
達
日
（
条
例
第
二
条
第
四
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
一

歳
六
か
月
到
達
日
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
一
歳
到
達
日
」
と
あ
る
の
は
「
一
歳
六
か
月
到
達
日
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
の
三
第
一
項
中
「
掲
げ
る
場
合
」
の
下
に
「
又
は
条
例
第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
場
合
に
該

当
す
る
場
合
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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